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平成２６年労第３４２号 

 

主  文 

労働基準監督署長が、平成○年○月○日付けで再審査請求人に対してした労働者災

害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）による療養補償給付及び休業補償給付を支

給しない旨の処分は、これらを取り消す。 

 

理  由 

 

第１ 再審査請求の趣旨及び経過 

１ 趣  旨 

再審査請求人（以下「請求人」という。）の再審査請求の趣旨は、主文同旨の

裁決を求めるというにある。 

２ 経  過 

請求人は、Ａ（代表者Ｙ）の代表者の子であり、中小事業主等として平成○年

○月○日付けで労働者災害補償保険に特別加入していたところ、平成○年○月○

日太陽熱のソーラーパネル撤去作業（以下「本件撤去作業」という。）中に吹き

出してきた温水により右手を負傷した（以下「本件事故」という。）。請求人は、

同日Ｂ整形外科医院に受診したところ「右手背、前腕熱傷（２度）」（以下「本

件傷病」という。）と診断された。 

請求人は、本件傷病は業務上の事由によるものであるとして、労働基準監督署

長（以下「監督署長」という。）に療養補償給付及び休業補償給付を請求したと

ころ、監督署長は、請求人の本件傷病は業務上の事由によるものとは認められな

いとして、これらを支給しない旨の処分をした。 

請求人は、これらの処分を不服として、労働者災害補償保険審査官（以下「審

査官」という。）に審査請求をしたが、審査官は、平成○年○月○日付けでこれ

を棄却したので、請求人は、更にこの決定を不服として、再審査請求に及んだも

のである。 

第２ 再審査請求の理由 

（略） 

第３ 原処分庁の意見 
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（略） 

第４ 争  点 

本件の争点は、請求人の本件傷病が業務上の事由によるものであると認められる

か否かにある。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 事実の認定及び判断 

１ 当審査会の事実の認定 

（略） 

２ 当審査会の判断 

（１）労働者災害補償保険法（以下「労災保険法」という。）第３４条に規定する

中小事業主等が特別加入するためには、①雇用する労働者について保険関係が

成立していること、及び、②労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託し

ていることの２つの要件を満たし、かつ、所轄の都道府県労働局長の承認を受

けることが必要とされている。 

（２）本件についてみると、平成○年○月○日付け保険関係成立届及び平成○年○

月○日付け特別加入承認通知書において、請求人は、上記特別加入の要件を満

たしていることが認められる。 

（３）また、特別加入者に係る業務災害の認定は、労働者災害補償保険法施行規則

（昭和３０年労働省令第２２号）第４６条の２６において、厚生労働省労働基

準局長が定める基準によって行う旨規定されており、これに基づいて、「特別

加入者に係る業務上外の認定の取扱い」（昭和５０年１１月１４日付け基発第

６７１号。以下「認定基準」という。）が定められているが、当審査会もこれ

を妥当なものと考えることから、以下、認定基準に基づき、検討する。 

（４）特別加入申請書（中小事業主等）別紙の労働者災害補償保険特別加入に関す

る届（以下「別紙特別加入届」という。）をみると、「業務の具体的内容 ①

家庭用電器機械器具小売、取り付け、修理の業務、②総務事務、人事事務、経

理事務、その他一般事務の業務、③新規、既存顧客への営業、商談、集金、視

察等の業務、④上記①から③の業務に付随する出張（Ｃ県内外）及び付随する

その他の業務」との記載が認められる。認定基準においては、中小事業主等に

ついて、業務遂行性が認められる範囲を特別加入申請書別紙の業務の内容欄に
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記載された事業のためにする行為及びそれに直接附帯する行為（準備・後始末

行為など）とされていることから、請求人が本件事故の際に従事していた作業

が上記業務遂行性の認められる範囲内の行為に該当するか否かが問題となる。 

（５）この点、請求代理人は、本件事故の際、請求人が従事していた本件撤去作業

は、別紙特別加入届に記載した業務の範囲内の行為に該当する旨主張する一方、

審査官は、本件撤去作業に係る工事は、有期事業、かつ、事業の種類は建設事

業であることから、本件撤去作業は、請求人が継続事業の中小事業主等として

特別加入した業務の具体的内容の業務には該当しないものと判断している。そ

こで、当審査会で検討したところ、次のとおりである。 

（６）本件事故は、請求人が、Ｄ邸におけるオール電化工事（４日間）に従事して

いた期間内の平成○年○月○日、Ｄ邸の物置の屋根上に設置してある太陽熱の

ソーラーパネルを撤去するため、パネル内部に残っている温水を外部に放出し

ようとして右手背に熱傷を受けたものである。審査官は、本件撤去作業を建設

事業とみているが、平成○年○月○日付け請求代理人作成の申立書によると、

本件撤去作業は、オール電化機器取り付け作業の一部、かつ、作業自体は２時

間程度で終了するものであり、当審査会としては、本件撤去作業の目的、態様

に照らせば、本件撤去作業を建設事業とみるのは妥当ではなく、オール電化機

器取り付けのための準備作業とみて、別紙特別加入届における「業務又は作業

の内容」の中の「① 家庭用電器機械器具小売、取り付け、修理の業務」の直

接附帯行為に該当する行為として、業務遂行性が認められるべきものと判断す

る。 

３ 以上のとおりであるから、監督署長が請求人に対してした療養補償給付及び休

業補償給付を支給しない旨の処分は失当であって、取消しを免れないものである。 

 

よって主文のとおり裁決する。 

 


